
 

 

 

 

 

 

 

電子帳簿保存法には４つのジャンルがあります。 

そのうちの１つ「電子取引」については来年１月から強制措置としてスタートします。 

コマーシャル等、さまざまな情報があふれる中、まずはその全体像を把握し、 

業務の効率化と表裏一体の電子帳簿保存法について、中小企業にとって導入 

しやすい順序を考えていきます。 

【テーマ】 
・電子帳簿保存法の４つのジャンル 

・導入を決めるための判断基準 

・税務調査と電子帳簿保存 

・一番導入しやすいジャンル 

・電子インボイスと電子取引 

日時：令和５年７月５日(水) 
16:00～16:40 

＠オンライン(無料) 

講師：代表税理士 

松尾 潤 

 

税制改正対応 
電子帳簿保存法について 

お知らせ 

インボイスへ対応に加えて電子帳簿保存法への対応が求められています。 

 

⇐ お申込フォームは 

こちらから 


